
第
三
十
三
号
議
案

仙
台
市
防
災
・
減
災
の
ま
ち
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
防
災
・
減
災
の
ま
ち
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
防
災
・
減
災
の
ま
ち
推
進
条
例
（
平
成
二
十
九
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
」
の
下
に
「
。
次
号
、
第
六
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
災
害
対
策
基
本
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
災
害
対
策
基
本
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
災
害
時
要
援
護
者
」
を
「
要
配
慮
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
災
害
時
要
援
護
者
（
災

害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
必
要
な
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確
に
入
手
し
、
災
害
か
ら
自
ら
を
守
る
た
め
に
安
全
な
場
所
に
避

難
す
る
な
ど
の
災
害
時
の
一
連
の
行
動
に
お
い
て
第
三
者
の
支
援
を
必
要
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
要
配

慮
者
（
法
第
八
条
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
要
配
慮
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び

第
三
項
中
「
災
害
時
要
援
護
者
」
を
「
要
配
慮
者
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

災
害
の
発
生
の
予
防
又
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
の
名
称
を
要
配
慮
者
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。
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